
尼崎市密集市街地の道路空間整備補助金交付取扱要領  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 尼 崎 市 密 集 市 街 地 の 道 路 空 間 整 備 補 助 金 交 付 要 綱

（ 以 下 「 要 綱 」 と い う 。） の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 施 行 に 際 し 必 要 な 事 項

を 定 め る こ と 、 そ の 他 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、要 綱 に 定 め

る ほ か 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  道 路 維 持 管 理 協 定  密 集 市 街 地 に お け る 防 災 街 区 の 整 備 の 促 進 に

関 す る 法 律 （ 平 成 ９ 年 ５ 月 ９ 日 法 律 第 49 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。） 第 289 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 避 難 経 路 協 定 で 、要 綱 の 適 用 を 目 的 と し た も

の を い う 。  

⑵  土 地 所 有 者 等    対 象 道 路 の 区 域 内 の 土 地 及 び 当 該 区 域 に 接 す

る 土 地 の 所 有 者 等 を い う 。  

⑶  協 定 区 域 隣 接 地   道 路 維 持 管 理 協 定 に 係 る 法 第 289 条 第 ３ 項 に

規 定 す る 避 難 経 路 協 定 区 域 隣 接 地 を い う 。  

（ そ の 他 の 対 象 道 路 ）  

第 ３ 条  要 綱 第 ４ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 道 路 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 を 備

え た 道 路 等 と す る 。  

⑴  現 に 舗 装 さ れ 、 又 は 今 後 舗 装 さ れ る 見 込 み が あ る こ と 。  

⑵  新 築 等 に よ り 生 じ る 敷 地 後 退 に よ っ て 幅 員 が ４ ｍ 以 上 と な る こ と

が 見 込 ま れ る こ と 。  

⑶  そ の 区 域 内 が す べ て 私 有 地 の 場 合 に お い て は 、当 該 区 域 内 に 存 す る

土 地 及 び 当 該 区 域 に 接 す る 土 地 所 有 者 等 が 当 該 区 域 に 関 し て 道 路 維

持 管 理 協 定 を 締 結 し て お り 、か つ 、当 該 区 域 が 要 綱 の 目 的 を 一 定 果 た

す こ と が で き る と 市 長 が 認 め る も の で あ る こ と 。  

（ 建 築 基 準 法 第 43 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る も の の 取 扱 い ）  

第 ４ 条  対 象 道 路 と な る 建 築 基 準 法（ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 ）第 43 条 第

２ 項 の 規 定 に よ る も の に お い て も 、後 退 用 地 と 建 築 物 の 敷 地 と の 境 界 線

を 道 路 境 界 線 と し て 、尼 崎 市 が 策 定 し た 防 災 街 区 整 備 地 区 計 画 の 内 容 及

び そ れ に 附 帯 し 、 地 域 で 定 め た ル ー ル を 遵 守 す る も の と す る 。  

（ 手 続 き の 委 任 ）  

第 ５ 条  要 綱 に 規 定 す る 申 請 書 類 の 提 出 等 に つ い て 、補 助 事 業 者 以 外 の 者



が 行 う 場 合 は 、要 綱 に 基 づ く 手 続 き 等 に つ い て 委 任 す る 旨 を 記 し た 書 面

を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

２  要 綱 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 代 表 申 請 者 を 選 出 し た 場 合 は 、 代 表

申 請 者 以 外 の 補 助 事 業 者 が 要 綱 に 基 づ く 手 続 き 等 に つ い て 委 任 す る 旨

を 記 し た 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 整 備 の 仕 様 ）   

第 ６ 条  要 綱 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 補 助 金 の 対 象 と な る 後 退 用 地 等 の

整 備 の 仕 様 は 、 原 則 と し て 次 の 第 １ 号 の と お り と し 、 す み 切 り 用 地 の 整

備 の 仕 様 は 、第 ２ 号 の と お り と す る 。そ の 他 に つ い て は 尼 崎 市 住 環 境 整

備 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 60 年 尼 崎 市 規 則 第 61 号 ）開 発 基 準 ・ 技 術 基 準 に

よ る も の と す る 。 ま た 、整 備 は 後 退 用 地 内 に 現 に 存 す る 側 溝 等 を 撤 去 し

た う え で 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、周 囲 の 状 況 に よ り 撤 去 し が た

い 場 合 は 、市 長 と 協 議 の う え 通 行 に 支 障 の な い 形 態 と し な け れ ば な ら な

い 。  

⑴  L 形 街 渠  

 

⑵  す み 切 り 用 地 の 整 備  

 

（ 補 助 金 額 の 算 出 ）  

第 ７ 条  見 積 金 額 及 び 補 助 金 額 を 算 出 す る 場 合 の 数 量 の 算 出 は 、次 に 掲 げ



る も の と す る 。  

⑴  計 算 の 単 位 は メ ー ト ル 法 に よ る も の と す る 。  

⑵  見 積 金 額 及 び 補 助 金 額 算 出 時 に お け る 単 位 及 び 数 位 は 、以 下 の 表 の

と お り と す る 。  

 

数 量  

種 別  単 位  補 助 金 額 算 出 時 の 有 効

数 位  

面 積 等 算 出 時 の 有 効 数

位  

数 位  ま る め  数 位  ま る め  

道 路 舗 装  ㎡  少 数 位 以

下 １ 位 止  

少 数 位 以

下 ２ 位 切

捨  

少 数 位 以

下 １ 位 止  

少 数 位 以

下 ２ 位 切

捨  

L 型 街 渠 設 置  ｍ  

現 場 打 ち 街 渠

桝 設 置  

箇 所  整 数 位 止  整 数 位 以

下 切 捨  

整 数 位 止  整 数 位 以

下 切 捨  

（ 添 付 書 類 ）  

第 ８ 条  要 綱 第 ７ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 整 備 計 画 図 及 び 要 綱 第 11 条

第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 補 助 事 業 完 成 図 に は 、次 に 掲 げ る 事 項 を 明 記 す

る こ と と す る 。  

⑴  後 退 用 地 等 の 整 備 範 囲 （ 面 積 等 算 出 で き る こ と ）  

⑵  後 退 用 地 等 の 整 備 仕 様  

⑶  境 界 線 （ 敷 地 、 現 況 道 路 、 後 退 道 路 ）  

⑷  道 路 中 心 の 位 置  

⑸  道 路 種 別  

（ 道 路 舗 装 の 範 囲 ）  

第 ９ 条  要 綱 第 ５ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 道 路 舗 装 の 補 助 対 象 と な る

整 備 範 囲 の 詳 細 は 下 図 の と お り と す る 。  

 ⑴  す み 切 り な し  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



⑵  す み 切 り あ り  

 

（ 後 退 表 示 板 ）  

第 10 条  要 綱 第 23 条 に よ る 後 退 表 示 板 の 設 置 は 、 新 設 道 路 境 界 石 上 面 の

見 や す い 位 置 と す る 。  

（ 道 路 維 持 管 理 協 定 の 認 可 申 請 等 ）  

第 11 条  道 路 維 持 管 理 協 定 を 締 結 し よ う と す る 土 地 所 有 者 等 は 、 事 前 に

市 長 と 協 議 し た 後 、道 路 維 持 管 理 協 定（ 変 更 ）認 可 申 請 書（ 取 扱 様 式 第

１ 号 ）の ほ か 、下 記 の 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し 、当 該 申 請 に 係 る 道 路

維 持 管 理 協 定 に つ い て 市 長 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

⑴  土 地 所 在 図  

⑵  区 域 図  

⑶  道 路 維 持 管 理 協 定 書  

⑷  協 定 対 象 者 一 覧 （ 取 扱 様 式 第 ２ 号 ）  

⑸  そ の 他 市 長 が 必 要 と す る 書 類  

（ 認 可 の 申 請 に 係 る 道 路 維 持 管 理 協 定 の 縦 覧 等 ）  

第 12 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 が あ っ た と き は 、 国 土 交

通 省 令 に 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 旨 を 公 告 し 、当 該 申 請 に 係 る 道 路 維

持 管 理 協 定 を 公 告 の 日 か ら ２ 週 間 関 係 人 の 縦 覧 に 供 さ な け れ ば な ら な

い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ っ た と き は 、関 係 人 は 、同 項 の 縦 覧 期 間 満

了 の 日 ま で に 、当 該 道 路 維 持 管 理 協 定 に つ い て 、市 長 に 意 見 書 を 提 出 す

る こ と が で き る 。  

（ 道 路 維 持 管 理 協 定 の 認 可 ）  

第 13 条  市 長 は 、第 11 条 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 に 対 し て 市 長 が 定 め る

基 準 に 適 合 し て い る 場 合 、 認 可 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 認 可 を し た と き は 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、そ の 旨 を 公 告 し 、か つ 、当 該 道 路 維 持 管 理 協 定 を 市 の 事



務 所 に 備 え て 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る と と も に 、当 該 道 路 維 持 管 理 協 定 に よ

り 定 め ら れ た 区 域 （ 以 下 「 協 定 区 域 」 と い う 。） で あ る 旨 を 、 当 該 協 定

区 域 内 に 明 示 し な け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 可 を し た と き は 、道 路 維 持 管 理 協 定（ 変

更 ）認 可 通 知 書（ 取 扱 様 式 第 ３ 号 ）を 当 該 認 可 に 係 る 申 請 者 に 送 付 す る

も の と す る 。  

（ 道 路 維 持 管 理 協 定 の 変 更 ）  

第 14 条  協 定 区 域 内 に お け る 土 地 所 有 者 等 は 、 道 路 維 持 管 理 協 定 に お い

て 定 め た 事 項 を 変 更 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、そ の 全 員 の 合 意 を も

っ て そ の 旨 を 定 め 、 市 長 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  第 11 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、前 項 の 変 更 の 認 可 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 道 路 維 持 管 理 協 定 の 認 可 の 公 告 の あ っ た 後 道 路 維 持 管 理 協 定 に 加 わ る

手 続 等 ）  

第 15 条  協 定 区 域 隣 接 地 の 区 域 内 の 土 地 に 係 る 土 地 所 有 者 等 は 、第 13 条

第 ２ 項 （ 前 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ る 認 可

の 公 告 が あ っ た 後 は 、い つ で も 、当 該 土 地 に 係 る 土 地 所 有 者 等 の 全 員 の

合 意 に よ り 、市 長 に 対 し て 書 面 で そ の 意 思 を 表 示 す る こ と に よ っ て 、道

路 維 持 管 理 協 定 に 加 わ る こ と が で き る 。  

２  協 定 区 域 隣 接 地 の 区 域 内 の 土 地 で 前 項 の 規 定 に よ る 当 該 土 地 の 所 有

者 等 の 意 思 の 表 示 に 係 る も の の 区 域 は 、そ の 意 思 の 表 示 の あ っ た 時 以 後 、

道 路 維 持 管 理 協 定 区 域 の 一 部 と な る も の と す る 。  

３  第 13 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 意 思 の 表 示 が あ っ た 場

合 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 協 定 の 廃 止 ）  

第 16 条  協 定 区 域 内 の 土 地 所 有 者 等 は 、認 可（ 第 14 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

る 変 更 の 認 可 を 含 む 。） を 受 け た 協 定 を 廃 止 し よ う と す る 場 合 に お い て

は 、事 前 に 市 長 と 協 議 し た 後 、そ の 過 半 数 の 合 意 を も っ て 、道 路 維 持 管

理 協 定 廃 止 認 可 申 請 書（ 取 扱 様 式 第 ４ 号 ）及 び 協 定 対 象 者 一 覧（ 取 扱 様

式 第 ２ 号 ） を 市 長 に 提 出 し 、 市 長 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、前 項 の 認 可 を し た と き は 、そ の 旨 を 公 告 し 、当 該 認 可 に 係 る

申 請 者 に 道 路 維 持 管 理 協 定 廃 止 認 可 通 知 書（ 第 ５ 号 様 式 ）を 送 付 す る も

の と す る 。  

（ 土 地 の 共 有 者 等 の 取 扱 い ）  

第 17 条  土 地 又 は 借 地 権 が 数 人 の 共 有 に 属 す る と き は 、 第 11 条 、 第 14

条 第 １ 項 、 第 15 条 第 １ 項 並 び に 前 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

合 わ せ て 一 の 所 有 者 又 は 借 地 権 を 有 す る 者 と み な す 。  



（ 一 の 所 有 者 に よ る 道 路 維 持 管 理 協 定 の 設 定 ）  

第 18 条  一 団 の 土 地 で 、 一 の 所 有 者 以 外 に 土 地 所 有 者 等 が 存 し な い も の

の 所 有 者 は 、対 象 道 路 の 整 備 又 は 管 理 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

市 長 の 認 可 を 受 け て 、当 該 土 地 の 区 域 を 協 定 区 域 と す る 道 路 維 持 管 理 協

定 を 定 め る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 道 路 維 持 管 理 協 定 が 対 象 道 路 の 整 備 又 は 管 理 の た め 必

要 で あ る と 認 め る 場 合 に 限 り 、 前 項 の 認 可 を す る も の と す る 。  

３  第 13 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 第 １ 項 の 認 可 に つ い て 準 用 す る 。  

４  第 １ 項 の 認 可 を 受 け た 道 路 維 持 管 理 協 定 は 、認 可 の 日 か ら 起 算 し て ３

年 以 内 に お い て 当 該 協 定 区 域 内 の 土 地 に 二 以 上 の 土 地 所 有 者 等 が 存 す

る こ と に な っ た 時 か ら 、 第 13 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 認 可 の 公 告 の あ っ

た 道 路 維 持 管 理 協 定 と 同 一 の 効 力 を 有 す る 道 路 維 持 管 理 協 定 と な る 。  

（ 実 施 の 細 目 ）  

第 19 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 領 の 実 施 に つ い て 必 要 な

事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

付 則  

こ の 取 扱 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


